
  １ 意見募集期間

  令和元年10月９日（水）から令和元年11月７日（木）まで

  ２ 意見の募集結果

   （１）意見提出者数 ７ 名

   （２）意見数 ６７ 件

   （３）ご意見に対する対応

             「意見の概要と対応状況」のとおり

   （４）対応状況

① ■最終案に意見や提案内容を反映させていただくもの

② ■意見や提案内容がすでに反映されているもの

■県の考え方や施策の取組方向等と異なるもの

■事業主体が県以外のもの

■法令などで規定されており、県として実施できないもの

⑤ ■質問や感想など意見以外のもの（①～④には該当しないもの）その他 ３５件

 「安全で安心な三重のまちづくりアクションプログラム・第２弾」（中間案）に対する

件数

１０件

２件

１件

１９件

対応区分

反映する

内容

反映済

参考にする

反映又は参考
にするのが困難

③

④

パブリックコメント（意見募集）の実施結果概要

■最終案には取り入れないが、今後の取組に意見や提案内容を
   参考にさせていただくもの



1 全般

事業者と地域の方との協働が出
来たらと思う。県民一人ひとりに
意識を持ってもらうためにも、従業
員の方と地域での共同作業は有
効だと思う。

⑤
（その他）

2 全般

アクションプログラムの県民大会
やフォーラムに参加した方は、意
識をもって活動をしてもらえるよう
になったと感じている。各地区の
町民会議の場などでも伝えられた
らと思う。

⑤
（その他）

3 全般

啓発行事もマンネリ化気味だっ
たが、アクションプログラムが始
まって、県民大会などに参加した
防犯委員長さんから、「ベストを着
て活動してみたい」「防犯カメラを
つけたい」など防犯に前向きな声
が聞こえるようになった。

とても良いプログラムなので、是
非継続してもらいたい。

③
（参考）

アクションプログラムをきっかけにアク
ションにつながった団体や地域を複数
確認しています。

今後も、さまざまな活動事例やアイデ
ア等の横展開を図るとともに、地域の
自主的な防犯活動等を促進することと
しています。

ご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。

4 全般

実際にアクションプログラムを参
考にする地域の人がもっと読みや
すくするために、概要をまとめたよ
うなものもあれば良い。ポイントな
どをまとめた資料をつくり、そこ
に、詳しくはアクションプログラム
を見ていただくようにアナウンスす
ればもっと分かりやすいのではな
いか。

③
（参考）

より多くの県民にアクションプログラム
の浸透と理解促進を図るため、アクショ
ンプログラムの冊子（本冊）とは別に分
かりやすい概要版を作成することを考
えています。

ご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。

5 全般 非常に良くまとめられている。
⑤

（その他）

意見の概要と対応状況
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6 全般

地味な活動になるが、「我が家
の防犯対策」などの出前講座や、
現役世代の集まる機会に、「子供
を守る大人の防犯講座」などを開
催し、防犯意識の啓発を行えない
か。

また、この講座を各地の自主防
犯団体の活動状況の発表の場に
し、広報活動などの支援をしてい
ただくよう、働きかけてはどうか。

③
（参考）

県では、「防犯活動をはじめたい」「地
域住民の防犯意識を高めたい」といっ
た地域からの養成に応じて出前講座を
実施しています。

市町においても、出前講座や会議等
の場を活用し、自主防犯団体の事例発
表等の機会を提供しているところがあり
ます。

ご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。

7 全般
一年に一度くらい、各署の署長

が自主防を訪問し、激励とお労い
をしていただきたい。

⑤
（その他）

8
第１章
２．前期を振り
返って

三重県民は、サミットの有無に
かかわらず、一人一人がそれぞ
れの思いで防犯アクションに取り
組んでいる。アクションプログラム
第二弾ではもうサミットに触れる
必要は無い。

④
（困難）

サミット時に官民一体でテロ対策等を
展開した結果、気運が高まったことは
地域における防犯の取組にとって重要
な資産（レガシー）となっています。

この資産をプログラム第２弾にも引き
継ぎ、県内各地にアクションを広げてい
くことで、より安全で安心な三重につな
げられると考えています。

ご理解ください。

9
第１章
２．前期を振り
返って

「子ども・女性・高齢者が被害者
となる犯罪をはじめとする」という
文言が、成人男性の軽視のよう
で、成人男性として三重県に対し
て不安になる。

⑤
（その他）

子ども・女性・高齢者に対する犯罪が
耳目を集めているので例示していま
す。全ての県民の犯罪等への不安を払
拭することがアクションプログラムの目
的です。

10
第１章
２．前期を振り
返って

地域ぐるみで子どもを見守って
いようと防ぎようがないことを事例
に、「被害者にも加害者にもならな
いように教訓としていかなければ
なりません」としてはどうか。

③
（参考）

安全安心なまちづくりのためには、地
域ぐるみの見守りは重要と考えます。

見守られる側（子ども）の安全確保だ
けではなく、見守る側の身の安全につ
いても留意が必要と考えます。

こうした事例を教訓に、改めて安全安
心な地域のあり方を考えていくことも重
要だと考えています。

ご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。



意見に対する考え方対応区分意見の概要該当箇所番号

11

第１章
３．プログラムの
「キャッチフレー
ズ」

アイデアを集めアクションを広げ
るために、具体的な方策につい
て、例えば、市町ごとに地域リ－
ダ－を活用し、「安全安心推進委
員会または実行委員会（仮称）」な
どを結成し、具体化し実行するた
めの議論ができないか。

③
（参考）

県では、地域の防犯活動等をけん引
するリーダーの養成およびフォローアッ
プに取り組むとともに、市町に対し、
リーダーが地域で活躍できるよう、リー
ダーとの積極的な連携を呼びかけてい
ます。

今後は、リーダーの全市町（29市町）
への配置をめざし、県内地域の防犯力
の底上げや、ネットワークの活性化な
ど、更にアクションを広げていきたいと
考えています。

ご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。

12

第１章
３．プログラムの
「キャッチフレー
ズ」

地域の企業や商店を参画させる
手段を考えられないか。防犯カメ
ラ等の設置にあたり、壁面取り付
けや企業の駐車場照明の電柱を
拝借し、その電源にかかる費用を
負担していただくなど、何からでも
参加していただけるのではない
か。

③
（参考）

県内の安全安心の実現に向けては、
県民のみならず、地域の企業や商店を
含む「事業者」にもアクションを広げて
いくことが重要だと考えます。

ご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。

13
第２章
２．県民の皆さん
の意識

参加は都合の良いときに自由参
加とする方針が重要である。防犯
ボランティアを長続きさせる条件
でもある。

⑤
（その他）

14
第２章
２．県民の皆さん
の意識

信号機のない横断歩道での停
止率の向上が急務である。47都
道府県ワースト１は屈辱。2018年
1.4％から3.4％に向上したが、他
の県も向上しており、取締り強化
が必要。

⑤
（その他）

引き続き、警察等と連携して、横断歩
道での停止率向上のための取組を図っ
ていくこととしています。

15
第２章
２．県民の皆さん
の意識

男性に対する犯罪の不安につ
いてアンケートを取らないのは何
故か。

⑤
（その他）

子ども・女性・高齢者が、特に犯罪を
行おうとする者から狙われやすく、犯罪
被害等に遭いやすい傾向があることか
ら、子ども・女性・高齢者に対する犯罪
の不安の調査項目を設定しました。

なお、本アンケートは男性を含めた県
内在住の満18歳以上の方を対象に実
施しています。
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16
第２章
２．県民の皆さん
の意識

子育ては「ながら」見守りの参加
経験にはカウントされないのか。

⑤
（その他）

子育て自体が、「ながら」見守りとは言
えませんが、子育ての一環である行動
（散歩、買い物）等をしながら見守り活
動を行うことは、ながら「見守り」にあて
はまると考えます。

17
第２章
２．県民の皆さん
の意識

「県内の交通ルールの遵守や自
動車等の運転マナー」について、
悪い（「とても悪い」・「悪い」・「どち
らかと言えば悪い」の合計）の割
合を併記するべきだ。

①
（反映）

ご指摘のとおり、「悪い」と感じる人の
割合も併記しました。

18
第２章
２．県民の皆さん
の意識

「大人だけでなく、子どもや若者
の」としてしまうと、老人たちが若
者を大人扱いしていない惨状を、
行政が黙認あるいは追認してしま
うことになる。この記述はやめた
ほうが良い。

③
（参考）

防犯ボランティアや地域の見守りの現
場で活躍する方の多くが60歳以上で
す。高齢化が進展する中にあって、地
域の連携を深めるには、小学生・中学
生・高校生・大学生などを含めた連携を
考えていく必要があるという趣旨で委員
から頂いた意見です。

ご意見のようなお考えがあることも、
今後の参考とさせていただきます。

19
第３章
１．めざす姿

パトロール隊と自治会との連携
が重要である。

⑤
（その他）

20
第３章
１．めざす姿

隣接市町村とのホットライン形
成・連携が必要である。犯罪発生
時の迅速な対応、情報共有化が
必要である。

③
（参考）

犯罪や事故の発生に市町の境界は
なく、隣接市町の連携が課題となりま
す。

警察等と協力連携しながら、市町の
境界を越えて、見守りやパトロール活
動を行っている地域もあり、こうした事
例を他地域に紹介しているところです。

ご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。

21
第３章
１．めざす姿

成人男性を「など」扱いするな。
オヤジ狩りやリーマン狩りと言っ
た成人男性を標的とした強盗が相
次いでいたことがあったのを忘れ
たのか。意識を向けるべきなの
は、まず三重県だ。三重県に意識
が足りないのだ。

⑤
（その他）

犯罪被害に遭いやすいため、地域の
中で意識を向ける対象として、「高齢
者・女性・子どもなど」と例示していま
す。ご理解ください。
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22
第３章
１．めざす姿

「・・・交通死亡事故のように子ども
が犠牲となる事故」としてしまって
は、東池袋の母親に失礼で、か
つ、御遺族の父親に顔向けできな
いだろう。そういう三重県の配慮
不足にヒヤッとする。

⑤
（その他）

子どもが犠牲となった事故を教訓に、
同じような犠牲者を出さないため、特に
ドライバー側の意識づくりの大切さにつ
いて記載しています。

23
第３章
１．めざす姿

「若者（大学生等）」という言葉
は、等が悪用されてしまうため、
絶対にやめよ。学生等（大学、短
期大学、高等専門学校、各種専
門学校等を含む）のほうが良い。

③
（参考）

防犯ボランティアや、地域の防犯活動
の現場で活躍する多くが60歳以上で
す。そんな中、大学生や高校生のボラ
ンティア、学生以外の若い力や柔軟な
発想による活動も数多く確認されてい
ます。

学生だけではなく、高校生から社会人
までを含む言葉として、「若者」は一般
的に広く認知され、地域の防犯活動の
現場でも多く使われていると考えており
ます。

ご意見のようなお考えがあることも、
今後の参考とさせていただきます。

24
第３章
１．めざす姿

「防犯活動等」の等も悪用される
だけになるからやめよ。自治会の
雑務を防犯活動の一環として悪
用し、大学生等に押し付ける事例
が見られた瞬間に、自発的な希望
者がもう二度と出てこなくなるから
だ。

③
（参考）

県内でも、大学生等の自発的な防犯
活動等が数多く展開されています。

この場合の防犯活動等の等には交通
安全活動や環境美化活動などを含むも
のと考えます。

ご意見のようなお考えがあることも、
今後の参考とさせていただきます。

25
第３章
１．めざす姿

「防犯パトロールや指導」の指導
とは何か。指導されるべきでない
者を指導する老人が出る危険性
は無いのか。

⑤
（その他）

防犯ボランティアの活動内容の１つ
に、「防犯指導」が挙げられ、これには
子ども達への注意喚起や自転車の盗
難防止指導などが含まれます。
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26
第３章
１．めざす姿

「若者の手を借りたい」と言う
人々にとっての若者とは、大学生
等という意味か。非高齢者ではな
いのか。

⑤
（その他）

防犯ボランティアの方々から「若者の
手を借りたい」と聞くことが多くありま
す。

この場合は、概ね高校生から社会人
までを含むものだと考えます。

27
第３章
１．めざす姿

犯罪者が嫌がる地域の雰囲気、
犯罪者がリスキーだと思う地域の
雰囲気、あるいは、犯罪者が逮捕
されやすいと思う地域の雰囲気を
つくれば良い。

②
（反映済）

基本方針の「環境づくり」に記載のと
おり、犯罪者が嫌がる地域の雰囲気づ
くりが重要と考えています。

28
第３章
２．基本目標

「県民及び県外関係者の皆さ
ん」で十分である。「県民や事業者
をはじめとする」としてしまうと、事
業者がやることで私に関係のない
ことだと思い込む人間が出てきて
しまう。

③
（参考）

このプログラムでは、県民を「県民」・
「事業者」の２つに分け、立場や環境も
違う双方が期待される役割に応じた行
動（アクション）をおこし、そのアクション
を広げていくことをめざしています。

ご指摘のような思い込みを生じさせな
いよう、県民・事業者ともに重要なアク
ションの担い手であることを明確にした
普及啓発に努めます。

ご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。

29
第３章
３．重点テーマ

重点テーマからも三重県が成人
男性には特に注力しないことがわ
かる。いつまで三重県は成人男性
を軽視し続けるつもりなのか。

⑤
（その他）

６つの重点テーマは、近年の犯罪情
勢や、県民の皆さんの意識等を踏ま
え、特に注力すべき喫緊の課題として
設定したものです。

30

第３章
４．プログラムの
全体像～イメージ
～

活動指標が全ておかしい。
地域リーダーが既に配置された

市町であろうとも、新たに別の自
治会から選出されるのを歓迎する
べきだ。

子ども・女性・高齢者が犯罪から
守られていると感じる県民の割合
は、他県の悲惨な事例が報道さ
れた途端に、県内がどれだけ安
全であろうと激減する。

近年懸念される犯罪等への活
動指標が毎年度変わるようでは、
経年変化をつかめない。

交通事故死のほうは基本目標
に含まれているのだから、活動指
標は飲酒運転のほうをゼロに目
指すが良い。

③
（参考）

活動指標は、各重点テーマの進捗を
測るうえでの目安として設定していま
す。

ご指摘の各テーマの活動指標につい
ては、有識者や県民代表、警察、関係
機関等からなる「推進会議」でもご議論
いただき、今後、進捗管理を行っていく
うえで、それぞれ、適切な指標だと考え
ています。

今後、同会議において、この指標をも
とに毎年度の進捗状況の共有や改善
策の検討、どのような推進方法や進捗
管理が適切かなども含めて、継続して
議論していくこととしています。

ご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。
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31
第３章
５．プログラムの
進め方

市役所や関係機関において、地
区の防犯ボランティア団体の実態
を把握しきれていない。また、支
援をしたくても予算も少なく、足踏
み状態。

せめて、関係者が集まり、意見
交換を行う場の充実が必要であ
る。

③
（参考）

現行アクションプログラムの推進にお
いては、県民・事業者、市町、警察等関
係者が意見交換を行う場としての「座談
会」を県内全地区（18警察署）で開催し
ました。

来年度は、アクションプログラム第２
弾に基づき、市町との連携強化を図る
とともに、市町に対し地域の実情に応じ
た取組の実施を働きかけていく予定で
す。

ご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。

32
第３章
５．プログラムの
進め方

改善策を講じるのはプランであ
る。チェックした結果として改善策
を試してみるのがアクションであ
る。改善策を講じるだけではアク
ションとは呼べない。試しに実行し
てみるのがアクションである。

⑤
（その他）

「改善策を講じる」には、チェックした
後に、試すことや実際に行動（アクショ
ン）に移すことも含まれると考えていま
す。

33
第３章
５．プログラムの
進め方

15年前の動きは三重県らしさが
発揮されたのではない。県立学校
のボランティア結成は確かにサ
ミットが契機とはなっていたが、そ
れが即ちサミットのレガシーであ
るというのは早計だ。サミットによ
る予算不足によって全ての横断
歩道の補修も出来ない三重県に
サミットのレガシーなど存在しな
い。歩行者の安全・安心を奪って
いるのは予算が厳しいからと放置
を正当化する三重県である。

⑤
（その他）

15年前、全国的に防犯ボランティアの
結成が活発化したことは、あくまで経緯
として記載しています。

サミット時に官民一体でテロ対策等を
展開した結果、気運が高まったこと、サ
ミット開催後に、高校生のボランティア
が立ち上がったこと、更にサミットから
数年たってからも高校生ボランティアの
結成が確認されていることなど、これら
はサミットという貴重な機会を経験し
た、三重県だからこその重要な資産（レ
ガシー）であり、今後も引き継いでいき
たいと考えています。

34
第４章
１．地域の防犯力
を向上させる

防犯パトロールにより地域住民
の防犯に対する意識改革が進む
取り組みが必要。（例えばパト
ロール時の声掛け、訪問など）

⑤
（その他）

県内では、近年、防犯ボランティアの
結成が進み、平成30年末現在で671団
体が活躍しています。

こうした自主的なパトロールや声掛け
運動等が活発化し、多くの県民が目の
当たりにすることも、地域住民の防犯に
対する意識改革につながると考えてい
ます。

35
第４章
１．地域の防犯力
を向上させる

人間をなど扱いするな。高齢者・
女性・子どもなど、となど扱いされ
た成人男性の気持ちを全く考えも
しないのが三重県である。成人男
性は守られないのか。支え合いと
言っておきながら支えさせるだけ
か。誰一人取り残さないと言って
おきながら、取り残し続けるのが
三重県だ。

⑤
（その他）

犯罪被害に遭いやすいため、地域の
中で意識を向ける対象として、「高齢
者・女性・子どもなど」と例示していま
す。ご理解ください。
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36
第４章
１．地域の防犯力
を向上させる

三重県はいつも外からのテロリ
ストが爆発物を持ち込むようなテ
ロのみを想定している。地域から
連続殺傷事件の加害者が出るこ
とを想定していない。日頃見かけ
ないだけの地域住民を不審物扱
いする地域では連続殺傷事件の
被害者数が激甚化してしまう。ＳＤ
Ｇｓにも即していない。

⑤
（その他）

日頃から、まちに不審物やいつもと
違った変化はないかということに、地域
の中でそれぞれが意識を向けること
が、テロの未然防止につながると考え
ています。

37
第４章
１．地域の防犯力
を向上させる

「地域の企業や若者（大学生等）
等」と二度と書くな。大学生でない
のに若者扱いされて好き勝手に
利用される人間の身にもなってみ
ろ。絶対に二度と書くな。

⑤
（その他）

高校生から社会人までを含む言葉と
して、「若者」は一般的に広く認知され、
地域の防犯活動の現場でも使われて
いると考えます。

38
第４章
１．地域の防犯力
を向上させる

なぜ「親子そろって参加しやすい
ようなイベント等」という文言が出
てくる。生涯未婚の激甚化に対す
る目算がいつも常に必ず甘いの
が三重県だ。家族連れイベントな
ら関係ないなと未婚中高年に思
わせるだけだ。

⑤
（その他）

多くの地域では、高齢化に伴う担い手
不足が課題で、いかにして防犯活動へ
の地域住民の関心をひくかに頭を悩ま
せています。

これを解消するため、「親子そろって
参加しやすいイベント等」の開催をきっ
かけに活動の認知度を高めるととも
に、子どもと親の防犯活動への関心を
高めていくというアイデアがあります。

39
第４章
１．地域の防犯力
を向上させる

この項目は「若者の皆さん」とは
呼べない。生徒・学生の皆さんに
過ぎない項目である。高齢者に若
者扱いされる中高年のことを何だ
と思っているのだ。三重県から地
獄を強いられる道理は無い。皆無
である。

⑤
（その他）

ここでいう「若者」には、生徒・学生は
もちろん、社会人（若年層）も広く含んで
います。

防犯ボランティア等の高齢化が進む
中、若い力やアイデアを必要とする地
域が多くあります。

40
第４章
１．地域の防犯力
を向上させる

若者としての目線など要らない。
良いと思われるものは若者らしさ
があろうがなかろうが提案すると
良い。それで若者らしくないから却
下するような組織には継続性など
ありはしないからだ。

⑤
（その他）

オリジナルグッズの作成、ＳＮＳの活
用、地元企業と連携したイベントなど若
者目線や若者が得意な分野を活かした
さまざまな活動が展開されています。

こうした若者の力やアイデアを借りた
いという地域の声が多くありますので、
若者に対して地域活動等への参加を呼
びかけるものです。



意見に対する考え方対応区分意見の概要該当箇所番号

41
第４章
１．地域の防犯力
を向上させる

なぜ事業者までもが子どもや女
性、高齢者を守る活動を特筆され
ねばならないのか。事業者が守る
べきは、第一に従業員である。

⑤
（その他）

県内では、業務の一環で、子どもの見
守りや一人暮らしの高齢者の安否確認
を行う事業者、従業員が地域の見守り
に参加しやすくなるよう配慮する事業者
など、多くの事業者によって地域の安
全安心が支えられています。

また、防犯ボランティアとしてパトロー
ル等を行う事業者も活躍しています。

42
第４章
１．地域の防犯力
を向上させる

新聞を一時停止してもチラシが
貯まる。数日程度の外出だと意義
を見出しにくい。

⑤
（その他）

長期不在となる場合などに、郵便受
けに新聞がたまらないよう配達を一時
停止することは、空き巣等を行おうとす
る者を寄せ付けにくくする効果があると
考えます。

43
第４章
１．地域の防犯力
を向上させる

イラストがおかしい。義父が虐待
死させる事件も実際にあったが、
その場合にも、実母が共犯もしく
は共同正犯であったことを決して
忘れてはならない。

⑤
（その他）

イラストを使用したのは、読む方が虐
待行為自体のイメージをしやすくするた
めであって、読む方に特定の属性の方
による虐待のイメージを抱かせる意図
はありません。

44
第４章
２．子どもを犯罪
から守る

見守り活動をしている方の安全
も守るため、安全な活動方法の講
習会があればと思う。護身術とま
ではいかなくても不審者との間合
いの取り方とか、声かけ方法な
ど。（前回のリーダー養成講座の
ようなのはとても良かった）

③
（参考）

来年度も、地域リーダー養成講座と、
地域リーダーの方に対する実践的な
ワークショップ等を内容としたフォロー
アップ講座等を開催する予定です。

ご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。

45
第４章
２．子どもを犯罪
から守る

「登下校防犯プランの概要」がま
とめられたが、地域の目が減少、
見守り空白地帯が課題となってい
る。この対策として、老人クラブと
の連携により、ある程度解消され
ると考える。

⑤
（その他）

県内では、老人クラブが主体となる防
犯ボランティア活動や、地域と老人クラ
ブ等が連携した取組などが展開されて
います。

こうした活動も地域の見守り強化につ
ながると考えます。

46
第４章
２．子どもを犯罪
から守る

「防犯ブザーでは決して遊ばな
いよう、徹底しましょう。」が抜けて
いる。防犯ブザーが鳴っても、緊
急時かどうかがわかりにくくするよ
うでは意味がない。

③
（参考）

ここでは、「見守られる」対象である子
どもではなく、「見守る側」に対して期待
するアクションの例を記載しています。

ご指摘のとおり、子どもたちが防犯ブ
ザーを鳴らす際に、効果が発揮できる
よう、用途に応じた使用はもちろん、日
頃からブザーを鳴らす訓練や、電池の
確認なども重要だと考えます。

ご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。
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47
第４章
２．子どもを犯罪
から守る

三重県は「同じような加害者を
絶対に出さない」という思いを欠
く。あのような犯罪者が出ることを
まず防ぐことから着手せねばなら
ない。犯行に至ってからの対処の
みでは足りない。けれども、三重
県は縦割り行政のもとで、環境生
活部ではないどこかの部局がや
ることなので関係ありませんと傍
観を決め込むつもりであろうこと
が透けて見えている。

⑤
（その他）

子ども・福祉部において、本年度中に
再犯防止にかかる計画を策定する予定
で、環境生活部において所管するこの
アクションプログラムや「三重県犯罪被
害者等支援推進計画（仮称）」に基づく
取組等とも必要な情報共有・連携を
図っていくこととしています。

48
第４章
３．女性を犯罪か
ら守る

女性に対する卑劣な犯罪等をゆ
るさない規範意識の向上につとめ
なければならないのは、他ならぬ
三重県である。

⑤
（その他）

県民のみならず、事業者においても、
研修等を通じて職員等の意識を高め、
女性に対する卑劣な犯罪等をゆるさな
い規範意識の向上を図ることは大切だ
と考えます。

49
第４章
３．女性を犯罪か
ら守る

女性の護身術は自己防犯力の
アップにならない。護身術を過信
して、逃げるのではなく戦うという
選択肢を選んだ挙句殺されては
意味がない。

⑤
（その他）

県内外で、民間団体や警察等による
女性にできる護身術講座が開催されて
おり、女性が万が一の際、身の安全を
確保するための方法の１つとして、護身
術を紹介しています。

その際には必ず、逃げることが大切と
いうことが伝えられています。

50
第４章
４．高齢者を犯罪
から守る

自治会、防犯パトロール隊で必
要に応じて、高齢者宅を訪問し、１
対１での会話、注意喚起が必要と
考える。例えば、特殊詐欺やひっ
たくり防止など話し合いを行う。

⑤
（その他）

高齢者宅の訪問やサロン活動等を通
じて、高齢者に対する特殊詐欺防止に
かかる注意喚起を行うことは効果的だ
と考えます。

51
第４章
４．高齢者を犯罪
から守る

「・・・詐欺において、実際の現場
となりやすい金融機関において」
という部分は「おいて」が重複する
ので、「・・・詐欺の現場となりやす
い」に改めてはどうか。

①
（反映）

ご指摘のとおり修正します。

52

第４章
５．近年懸念され
る犯罪等に対す
る安全・安心を確
保する

自転車の販売等で、登録番号取
得（防犯登録）の徹底を追記して
はどうか。

①
（反映）

販売業者等が自転車の購入者に「防
犯登録」を促すことを、「事業者の皆さ
んに期待するアクションの例」の中に追
記します。
（購入者が自転車の防犯登録を行うこ
とについては、既に「県民の皆さんに期
待するアクション」に記載しています。）
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53

第４章
５．近年懸念され
る犯罪等に対す
る安全・安心を確
保する

ガソリンスタンドでは、容器にガ
ソリンを入れて販売するとき、免
許証ナンバーを記録すべきことを
記載してはどうか。

①
（反映）

（ガソリン販売事業者等の皆さんは）
車への給油ではなく、携行缶などに入
れて販売する場合は、購入者の身元や
使用目的の確認を行うことを、「事業者
の皆さんに期待するアクションの例」の
中に追記しました。

54

第４章
５．近年懸念され
る犯罪等に対す
る安全・安心を確
保する

三重県は各種テロ未然防止運
動が不徹底である。

⑤
（その他）

テロの未然防止に向けて、警察本部
では、県民の理解と協力を得つつ、テ
ロ対策パートナーシップをはじめとする
官民一体となった各種テロ対策を推進
しています。

55

第４章
６．交通事故ゼ
ロ・飲酒運転ゼロ
をめざす

幹線道路以外の地域道路での
取り締まり強化が必要。また、踏
切での一時停止が殆んどされて
なく、左右確認がされてない。通
学路での携帯会話での走行など
危険が潜んでいる。

⑤
（その他）

引き続き、警察等と連携して、交通事
故等防止に向けた取組を図っていくこと
としています。

56

第４章
６．交通事故ゼ
ロ・飲酒運転ゼロ
をめざす

「特にこども・・・・高齢者に対して
は、特に思いやりのある・・・・」と
いう部分は、「特に」が重複するの
で片方削ってはどうか。

①
（反映）

ご指摘のとおり修正します。

57

第４章
６．交通事故ゼ
ロ・飲酒運転ゼロ
をめざす

止まってくれたドライバーにお礼
のしぐさをしたり速足で渡ることも
追記してはどうか。

①
（反映）

横断歩道を渡る際に、止まってくれた
ドライバーに対し、「ありがとう」とお礼を
したり、会釈をすることを、「県民の皆さ
んに期待するアクションの例」の中に追
記しました。

58

第４章
６．交通事故ゼ
ロ・飲酒運転ゼロ
をめざす

「あおり運転防止」についても追
記してはどうか。

①
（反映）

「あおり運転」に関して、無理な進路変
更や追い越し等はしないことや、もし危
険な運転者に追われた場合の対応な
どについて、「県民の皆さんに期待する
アクションの例」の中に追記しました。

59

第４章
６．交通事故ゼ
ロ・飲酒運転ゼロ
をめざす

渋滞の隙間から横断するのは
「出来る限り」ではなく「絶対に」や
めなければならない。

①
（反映）

ご指摘のとおり修正します。

60

第４章
６．交通事故ゼ
ロ・飲酒運転ゼロ
をめざす

三重県がまず飲酒運転ゼロをめ
ざせ。

②
（反映済）

県では「三重県飲酒運転０をめざす条
例」に基づき、社会全体での飲酒運転
の根絶をめざし取り組んでいくことを記
載しています。
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61

第４章
６．交通事故ゼ
ロ・飲酒運転ゼロ
をめざす

アクションを県全体に広げたい
ならば、今からでも遅くは無いか
ら、池袋の御遺族を呼び、御講演
賜り、三重県が署名呼びかけを行
うと良い。

⑤
（その他）

平成31年4月に東池袋で高齢ドライ
バーの暴走運転により母子2名が犠牲
となった交通死亡事故等を契機に、国
を挙げて子どもの安全確保や高齢者の
安全運転を支える対策などに迅速に取
り組む方針が打ち出されました。

こうした事故を繰り返さないため、ドラ
イバー等の交通安全意識を高め、アク
ションを広げていきたいと考えていま
す。

62

第５章
県内のアクション
～県民・事業者
の皆さんの活動
紹介～

大学生の有志は「生徒」有志で
はなく、「学生」有志である。

①
（反映）

ご指摘のとおり修正します。

63
第６章
２．アクションを広
げよう

将来に向けてアクションプログラ
ムを永く続けていくためにはまず、
「児童・学生への教育」に取り組ん
でいってはどうか。

小さいうちから防犯や交通安全
にかかわる授業を受けたり、学校
や身近な地域の安全点検活動を
したりすることで、防犯や交通安
全への意識向上や犯罪行為の抑
止や交通事故防止、将来の地域
活動の担い手確保にもつながっ
ていくと思う。

③
（参考）

県教育委員会では、小学生や教員向
けの防犯・交通安全教室等の開催を通
じて、子どもの防犯・交通安全意識の
向上に向けて取り組んでいます。

今後も、県教育委員会、警察、市町等
と連携しながら効果的な子どもの安全
確保や意識向上につなげていきたいと
考えます。

ご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。

64
第６章
２．アクションを広
げよう

今や周知をしたいならそれに適
したSNSやポータルサイトを使うこ
とは急務で、いかに簡単に情報を
取りに行けるのかが大切。

防犯や交通安全に特化したポー
タルサイトの開設や防犯・交通安
全について発信するツイッターや
YouTubeで定期的に新しい情報を
発信していく試みをしていく必要
があると思う。

③
（参考）

現在、ホームページによる防犯・交通
安全情報の発信や、交通安全メールマ
ガジン等を実施していいますが、ＳＮＳ
を含めた効果的な普及啓発の手法等
についても検討していきたいと考えてい
ます。

ご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。




